
契約保証金納付に係る小切手及び約束手形の取扱い終了について 

 

 

これまで契約保証金の納付については、小切手及び約束手形（以下「小切手等」

という。）による納付を可能としておりましたが、当企業団の主たる取引金融機

関において小切手等の取扱いが終了となることから、当企業団における契約保

証金の納付についても小切手等による納付の取扱いを終了とします。なお、今回

の取扱い変更に伴い、銀行振込による契約保証金の納付を新たに可能とします。

銀行振込を希望する事業者の方には、契約締結時に当企業団の口座をご案内し

ます。現金や保証事業会社の保証等による納付もこれまでどおり可能ですので、

ご了承のほどよろしくお願いします。 

 

 

小切手等による納付の取扱い：令和８年３月３０日まで 

 

 

※令和８年２月以降に契約を締結する案件については、銀行振込による契約保

証金の納付が可能となります。 

 

※契約保証金納付時に併せてご提出いただく「契約保証金担保等内訳書/免除

申請書」についても変更がありますので、当企業団ホームページから最新の様

式をダウンロードの上、使用してください。 

https://www.sakatsuru-suido.or.jp/nyusatsu/nyusatsu002_005.html 
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